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埼玉県信用保証協会 

 

令和元年度経営計画の評価 

 

  埼玉県信用保証協会は公的な「保証機関」として、中小企業者の資金調達の円滑化を図り、経営を支援し、地域経済の発展に努めています。 

  今般、令和元年度経営計画の実施状況について、外部評価委員会（慶應義塾大学経済学部教授 植田浩史氏、弁護士 高野哲好氏、公認会計士 西川正純氏により構成）

の意見・アドバイスを踏まえて自己評価を行いましたので、ここに公表します。 

 

１．業務環境 

県内の経済は、雇用情勢の改善や個人消費の持ち直し等により緩やかな回復傾向が続いていたものの、消費税増税や台風災害、米中貿易摩擦などの影響により、回復に

向けた動きに足踏みがみられました。 

さらに、新型コロナウイルス感染症拡大による生産活動および消費活動の停滞により、景気低迷が懸念される状況となりました。 

また、中小企業者等にとって、経営者の高齢化による事業承継の取組みが喫緊の課題となっているほか、経営改善の進まない中小企業者等にとっては、人材不足、人件

費の高騰など、事業存続に直結するリスクが多数内在していました。 

 

 

２．事業概況 

保証承諾は、県事業資金や借換保証等が減少しましたが、県経営安定資金や市町村制度金融、無担保マスター等の伸長、そして、創立７０周年記念保証「サポート７０」

の創設により、３，０４２億円（対計画比１０９％、対前年度比１１１％）と前期実績および事業計画を上回りました。 

保証債務残高は、７，５９９億円（対計画比１０２％、対前年度比９８％）と前期実績を下回りましたが、事業計画を上回りました。 

代位弁済は、条件変更に柔軟に対応したこと、従来に引き続き経営支援・事業再生支援の強化などに努めたことにより、１２５億円（対計画比８９％、対前年度比８

３％）となり前期実績および事業計画を下回りました。 

実際回収は、近年の代位弁済の減少、無担保求償権割合の増加等により厳しい環境下ではあるものの、金額で３６億円（対計画比１０９％、対前年度比９２％）となり、

前期実績を下回りましたが、事業計画を上回りました。 
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  令和元年度の主要業務数値は、以下のとおりです。 

項目 金額 計画値（金額） 計画達成率 

保証承諾 ３，０４２億円（１１１％） ２，８００億円 １０９％ 

保証債務残高 ７，５９９億円（ ９８％） ７，４４０億円 １０２％ 

代位弁済 １２５億円（ ８３％） １４０億円 ８９％ 

実際回収 ３６億円（ ９２％） ３３億円 １０９％ 

※（ ）内の数値は対前年度比を示します。 

 

３．決算概要 

経常収支差額は、信用保険料の減少により経常支出が減少したものの、信用保証料も減少しており２３億円（対計画比１０４％、対前年度比９４％）、

経常外収支差額は、保証債務残高の減少傾向による責任準備金戻入の減少および回収困難な無担保求償権が増加したことによる求償権償却の増加などに

よりマイナス１２億円（対計画比１２１％、対前年度比１１６％）となりました。 

この結果、収支差額は１１億円（対計画比９１％、対前年度比７８％）となり、定款第８条第２項に基づき、６億円を収支差額変動準備金に繰り入れ、

残額は基金準備金としました。 

基本財産のうち基金は、金融機関からの負担金２億円の拠出を受け、期末の基金は３２４億円となりました。 

収支差額のうち、６億円を基金準備金に繰り入れたことにより、期末の基金準備金は４６６億円となりました。 

この結果、基本財産総額は７９０億円となり、前年度に比べ７億円増加し、財務基盤が強化されました。 

 

令和元年度の決算概要（収支計算書）は、以下のとおりです。 

科  目 金  額 

経常収入 ９８億円 

経常支出 ７５億円 

経常収支差額 ２３億円 

経常外収入 １６２億円 

経常外支出 １７４億円 

経常外収支差額 △１２億円 

制度改革促進基金取崩額 ０円 

収支差額変動準備金取崩額 ０円 

当期収支差額 １１億円 
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４．重点課題について 

  令和元年度の重点課題として掲げた主な項目への取組み状況は、以下のとおりです。 

  （※以降、中小企業・小規模事業者を「お客さま」と言う） 

 

（１）保証部門 

 

  【数値目標の達成状況】 

 目標 実績 

保証承諾 ２，８００億円 ３，０４２億円 

保証債務残高 ７，４４０億円 ７，５９９億円 

 

 

 

  【保証部門の課題と課題解決のための取組み状況】 

課題 課題解決のための取組み 成果 

お客さまのニーズ把握 お客さまの資金調達や経営相談に関する対

応体制の充実 

 当協会で常設している経営改善・資金繰り相談窓口、および毎週水曜日

に創業・ベンチャー支援センター埼玉で開設している相談窓口に出張する

ことで、中小企業者に対する相談業務を実施。 

 加えて、令和元年度台風１９号が発生した際、および新型コロナウイル

ス感染症が経済に与える影響が色濃くなった際は、休日も相談窓口を開設

して、資金繰り等に悩むお客さまからの相談に応えた。 

経営トップから実務担当者まで各階層での

対話による関係性強化 

営業部・各支店長による金融機関訪問で、当協会へのニーズや地域動向

に関する密な情報交換を実施。 

 また、営業部・各支店長以外の職員も、案件の事前相談や勉強会の実施

等を通じて人的関係性を強化。 

 一連の取組みが保証業務に関する、当協会と金融機関との間の目線合わ

せに寄与。 

 

 



-4- 

お客さまサービスの充実 お客さまのライフステージに応じた金融支

援の展開と金融機関との適切な連携による

継続的支援体制の確保・維持 

金融機関のニーズを踏まえて、当協会の独自保証制度「無担保マスタ

ー」の要件を４月から一部改正したところ好評を得て、同制度の年間保証

承諾額は前年比２５７％の１８５億円を計上した。 

保証利用しているお客さまに対する事後フ

ォローアップの充実 

 創業保証利用者には半年および１年半経過後に業況を尋ねるアンケート

を送付し、必要に応じて経営支援を実施。 

地域連携・情報発信の強化 商工団体等との中長期的な関係強化策の実

践 

 定期的に県内商工会議所を訪問して情報交換を実施。今後、さらなる深

耕を図り、金融支援・経営支援で連携していく必要があるものと認識。 

 

【保証部門の自己評価】 

・保証承諾、保証債務残高ともに目標を達成することができました。 

 ３月から新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴い保証申込が急増しましたが、それ以前（２月末時点）でも保証承諾・保証債務残高ともに目標を達成できてお

り、保証部門は良好な実績が残せたものと自己評価しています。 

・目標達成要因は、以下の２点であると分析しています。 

 １）「無担保マスター」の対象者要件を４月から緩和したこと、および「創立７０周年記念保証『サポート７０』（取扱期間は７～１１月）」を創設したこと。両制度

の年間保証承諾額は合計５４９億円を計上し、年度目標の達成に貢献しました。 

 ２）金融機関との間で事前相談・勉強会・情報交換等を頻繁に行うなど、密なコミュニケーションをとることを心がけたこと。結果的に、保証業務について金融機

関との目線合わせが促進されたものと考えています。 
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（２）経営支援部門 

 

【目標の達成状況】 

   （数値目標） 

 目標 実績 

代位弁済 １４０億円 １２５億円 

   

   （プロセス目標） 

 目標 実績 

借換正常化 １１０企業 ９０企業 

求償権消滅保証 ５企業 ３企業 

専門家派遣事業 ２５０企業 ２５５企業 

経営サポート会議 １５０企業 １６２企業 

 

 

  【期中管理・経営支援部門の課題と課題解決のための取組み状況】 

課題 課題解決のための取組み 成果 

お客さまサービスの充実 経営改善計画等の策定支援活動の深化  経営改善計画の策定を必須とする保証制度を推進し、定期的にモニタリ

ングを行う案件の増加に努めた。 

専門家派遣や経営サポート会議等を活用し

た調整機能の発揮による経営支援の強化 

 専門家派遣やサポート会議に目標を貼り励行したが、これらの取組み

が、企業の業績改善に短期的に結実する案件は少なくなっている。 

経営支援後の実効性を高めるフォローアッ

プの実施 

データ分析を通じてフォローアップすべき先を絞り込み、深度ある支援

を行った。 

事業再生・事業承継への対応力強化と体制

整備 

埼玉県中小企業再生支援協議会と連携しながら、事業再生に努めた。 

経営の健全性の向上 期中の経営支援・モニタリングの強化によ

る信用リスク管理ならびに代位弁済抑制 

期限経過案件があった場合は速やかに金融機関と連絡を取り、解決策を

協議した。 

廃業が懸念されるお客さまへの経営支援の

強化 

 正常先への訪問は先方から見て唐突感があり、芳しい成果はあげられな

かった。 
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【期中管理・経営支援部門の自己評価】 

・良好な景気状況もあり代位弁済実績は目標を下回ることができましたが、借換正常化・求償権消滅保証の実績は伸び悩みました。 

・当協会では、専門家派遣や経営サポート会議の延長線上に借換正常化等を位置づけており、借換正常化の実績をあげるために、専門家派遣等にも目標を設定して励

行してきたところです。一方で、専門家派遣等の目標を達成しても、借換正常化等の目標は未達でした。 

・以上を踏まえると、経営支援業務のあり方・目標設定・支援先については、次年度以降、再考の必要があるものと認識しています。 
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（３）管理回収部門 

 

【目標の達成状況】 

 目標 実績 

求償権回収（元損） ３３億円 ３６億円 

   

   

  【管理回収部門の課題と課題解決のための取組み状況】 

課題 課題解決のための取組み 成果 

経営の効率化 合理的な管理回収体制の追求と実務の実

践 

管理事務停止を１，１３４企業に対して実施したほか、３２４億円

の求償権整理を実施。 

これにより、回収見込みのある案件に集中的に督促できる体制を整

えた。 

 

【管理回収部門の自己評価】 

・年度の回収目標を達成。 

 目標達成要因は、早期の債権分類と管理職によるきめ細かなヒアリングの実施によるものと認識しています。 

・加えて、管理事務停止および求償権整理の促進が順調に進捗しており、合理的・効率的な管理回収体制が実現できているものと自己評価しています。 
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（４）その他間接部門 

 

  【その他間接部門の課題と課題解決のための取組み状況】 

課題 課題解決のための取組み 成果 

お客さまのニーズ把握 経営トップから実務担当者まで各階層での対話によ

る関係性強化 

金融機関との間で、役員同士・本部同士での情報交換を随

時実施。 

お客さまサービスの充実 ＣＳ活動の継続展開 ＣＳ意識を根付かせるため、ＣＳに係る職員向けアンケー

トを定期的に実施。 

地域連携・情報発信の強化 彩の国中小企業支援ネットワークを活用した参加各

機関との個別連携の強化 

埼玉県中小企業団体中央会および東京海上日動火災保険と

連携し、中小企業のＢＣＰ策定を後押しするための保証制度

「そなえ」を創設。 

総合的かつ統一的な計画に基づく広報活動の展開  広報計画に基づき実施。お客さまにとって親しみやすく使

いやすい広報の実施。 

学生等に対する金融教育や起業マインドの醸成への

取組み 

 専門学校での出張講座（創業に関するもの）を昨年度に引

き続き実施。 

職員の特性や資格を活かした地域振興への貢献  未実施。令和２年度は新型コロナウイルス感染症の状況を

見ながら実施を検討。 

コーポレートガバナンスの強

化 

コンプライアンス・プログラムの実践・監理の強化  法令順守で問題になった事案なし。 

経営方針・経営計画の徹底と実効性評価（ＰＤＣ

Ａ）の確立 

 各四半期の終了時点で、経営計画の進捗状況に対する確

認・評価を実施。 

経営の健全性の向上 返済緩和企業の分類管理と分析、施策への応用  返済緩和企業の分類管理は実施。施策への応用は今後の課

題。 

反社会的勢力の排除及び不正利用の防止にかかる教

育徹底 

 反社会的勢力および金融詐欺が介在した案件なし。 

経営の効率化 部署横断的な課題解決のための総合調整機能の強化  非現業部門の部長職が毎月集まり、協会全体にわたる問題

点を議論した。 

生産性向上を念頭に置いた業務改善意識の醸成と仕

組みづくり 

 小さな工夫を数多く積み重ねるための業務改善提案制度を

策定。 
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能力開発・人材育成への取組

み強化 

全社的な人材開発・研修プログラムの策定・強化  年間計画を策定し、それに則った研修を実施。 

 職員に協会業務を万遍なく経験させるためのジョブローテ

ーションの確立については道半ば。 お客さまの様々な課題に対応できる人材の育成 

 

 

【その他間接部門の自己評価】 

・法令順守の観点で問題になった事項はなく、コンプライアンス・プログラムを適切に実践できているものと認識しています。 

・広報活動を通じた「選ばれる」協会としてのイメージ確立ができているとは言い難く、今後、効果的な広報活動を研究・実践していく必要があるものと考えていま

す。 

・専門学校での出張講座を昨年度に引き続き実施。県内の創業マインド醸成に寄与できたものと認識しています。 
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５． 外部評価委員の意見等 

 

◆ 保証承諾・保証債務残高・代位弁済・実際回収のいずれもが目標を達成したことは、金融機関をはじめとした関係機関と連携しながら取り組んできた結果であると

評価できます。 

 

◆ 経営支援については、令和元年度の自己評価を踏まえ、新たな方向性としてより一歩踏み込んだ支援に取り組んでいくことを確認しました。これに伴い、令和２年

度からは「専門家派遣事業」等の内部目標を撤廃しましたが、具体的な目標がなくなるため、これから進むべき方向性や課題など、信用保証協会全体で目的を共有

しながら取り組んでいくことを期待します。 

 

◆ これまでお客さまの利便性を高めるために様々な取組みや改善を行ってきた姿勢を今後も大切にしながら、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受ける中小企業・

小規模事業者の支援に努めていくことを期待します。 

 

◆ コーポレートガバナンスやコンプライアンス上の問題が発生しなかったことは評価できるが、コロナ禍の多忙な時期には疎かになる恐れがあるため、意識して業務

にあたっていく必要があります。なお、コンプライアンスやハラスメントについては継続した取組みが不可欠であり、今後も常に意識していくことを期待します。 


